
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件抗告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　法廷等の秩序維持に関する法律による制裁の裁判について最高裁判所に特に抗告

をすることが許されるのは、同法六条所定の場合に限られる。然るに本件抗告理由

は違憲の文字を使用するが、その実質は原判示事実を争うに帰著し、同条所定の場

合に当らないから、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条により本件抗告

を棄却すべきものとし、主文のとおり決定する。

　　昭和三二年三月二八日

　　　　　最高裁判所第一小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　真　　　野　　　　　　　毅

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　斎　　　藤　　　悠　　　輔

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　入　　　江　　　俊　　　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　下　飯　坂　　　潤　　　夫
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